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１ 設置目的
土地の投機的取引や地価の高騰による土地取引に伴う弊害を除去し、乱開発防止や遊休土地の利用促進等を通じ計画的な土地利用を図

ることを目的としている国土利用計画法（以下「国土法」という。）の規定に基づき、事務の適正な運用を確保するため、都道府県及び
政令指定都市に合議制の附属機関として設置する。

２ 委員の構成
委員は、土地利用や地価などの土地に関する事項について優れた知識と経験を有し、公共の福祉に関して公正な判断ができる者のうち

から、市長が議会の同意を得て任命する。（国土法第39条第４項）
（１）委員の構成：法律実務、不動産鑑定、自然環境保全、都市計画、農業、林業等の各分野から選任する。（通達49国土利第２号）
（２）委員定数 ：５人以上 (国土法第39条第２項)、７人以内（静岡市土地利用審査会条例第２条）※現在は６人で構成
（３）任 期 ：３年間 (静岡市土地利用審査会条例第３条)

３ 主な職務
（１）土地売買等の届出に対して、その利用目的が土地利用計画に適合しない場合等、市長が勧告するに当たり意見を述べること。
（２）市長が注視区域及び監視区域を指定又は解除しようとする場合、あらかじめ意見を述べること。
（３）市長が規制区域を指定又は解除した場合、それが相当であるかどうか確認をすること。
（４）遊休土地の利用計画又は処分計画に対して、市長が勧告するに当たって意見を述べること。

規制区域監視区域注視区域右以外の区域
（静岡市）区域

契約締結前（許可制）契約締結前（事前届出制）契約締結後（事後届出制）届出（申請）時期

全ての土地都道府県知事等が規則で定める
面積以上

・市街化区域 2,000㎡以上
・その他の都市計画区域 5,000㎡以上
・都市計画区域外 10,000㎡以上

対象面積

価格及び利用目的利用目的のみ審査対象
（勧告・許可要件）

制度創設（S49.12）以来
指定実績なし

・ピーク時（H５）
全国1,212市町村で指定

・現在は東京都小笠原村のみ指定
制度創設（H10.9）以来

指定実績なし指定実績

【参考：国土法に基づく土地取引規制制度】
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１ 地価公示と地価調査について
いずれも公的機関が実施する地価の調査として、一般の土地取引価格に指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の基準

として活用されるなど、適正価格の形成に寄与している。
静岡市内調査地点数（直近調査）全国調査

地点数
（直近調査）

実施主体価格の基準日 合計林地工業地商業地住宅地

130011378225,563国土交通省１月１日地価公示
10118316121,431都道府県７月１日地価調査

＜用語の説明＞
調査地点ごとの１㎡当たりの価格の合計を当該調査地点数で除して求めたもの平均価格
変動率（％）＝（当年価格ー前年価格）／前年価格×100変動率
継続調査地点ごとの価格の変動率の合計を継続調査地点数で除して求めたもの平均変動率
居住用の建物の敷地に供されている土地住宅地

用途 商業用の建物の敷地に供されている土地商業地
工場等の建物の敷地に供されている土地工業地
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２ 令和７年都道府県地価調査の結果について
（１）全国の地価の動向について

＜全国平均＞
・全用途平均・住宅地・商業地

→４年連続で上昇、上昇幅は拡大
・工業地

→８年連続で上昇、上昇幅は横ばい
＜地方四市を除く地方圏＞

・住宅地
→29年連続の下落から横ばいに転換

・商業地
→３年連続上昇、上昇幅は拡大

・工業地は
→５年連続で上昇、上昇幅は縮小

・全用途平均
→２年連続で上昇、上昇幅は横ばい※地方四市：札幌市、仙台市、広島市、福岡市

【国土交通省による分析】
全国の地価は、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上

昇傾向が継続するなど、全体として上昇基調が続いている。

①住宅地
・住宅需要は引き続き堅調であり、地価上昇が継続している。特に東京圏や大阪圏の中心部において高い上昇を示している。
・リゾート地域等では、別荘・コンドミニアムや移住者、従業員向けの住宅需要を背景に、引き続き高い上昇を示している。
・子育てしやすい環境が整備され、転入者が多い地域では、堅調な住宅需要に支えられ、引き続き高い上昇を示している。

②商業地
・主要都市では、店舗・ホテルなどの需要が堅調であり、オフィスについても空室率の低下傾向や賃料の上昇傾向によって収益性が

向上していることなどから、地価上昇が継続している。
・特にインバウンドが増加した観光地等では、引き続き高い上昇を示している。
・再開発事業等が進展している地域では、利便性や賑わいの向上への期待感から、地価上昇が継続している。

③工業地
・好調なｅコマース市場による大型物流施設用地等に対する需要を背景として、高速道路等へのアクセスが良好で労働力も確保しや

すい工業地では、引き続き高い上昇を示している。
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イ 価格・変動率の上位及び下位の地点＜全国＞
＜価格（円／㎡）＞ ＜変動率（％）＞

【住宅地】

価格地点（地番）

6,430,000東京都港区赤坂一丁目１４２
４番１１

5,100,000東京都千代田区六番町６番１
外２

4,050,000東京都千代田区三番町９番４３

3,290,000東京都千代田区麹町二丁目１
０番４外４

3,010,000東京都千代田区二番町１２番
１０５

価格上位

価格地点（地番）

670北海道沙流郡平取町字荷負８
５番８１

740北海道紋別郡西興部村字上興
部１２４番２

820北海道空知郡南富良野町字金
山４４７番３

960新潟県上越市板倉区久々野字
森ノ木２８２９番３外４

980新潟県上越市牧区棚広字居平
１８１３番外５

価格下位
変動率地点（地番）

27.1北海道富良野市北の峰町１９８
１番６２１

23.2北海道千歳市東雲町５丁目５２
番２

23.1北海道千歳市栄町５丁目３番外
内３

19.7北海道虻田郡真狩村字真狩４４
番１７４

19.6茨城県つくば市みどりの東３９
番９５

上昇率上位
【住宅地】

変動率地点（地番）

▲ 6.7北海道中川郡豊頃町茂岩末広町
１４０番１

▲ 5.9宮城県気仙沼市本吉町馬籠町５
０番１２

▲ 5.8石川県輪島市河井町六部８７番
１４３

▲ 5.8宮城県大崎市鳴子温泉字上鳴子
６１番７４

▲ 5.7広島県広島市佐伯区杉並台１３
番１２５

下落率上位

【商業地】
価格地点（地番）

46,900,000東京都中央区銀座二丁目２番
１９外１

33,000,000東京都中央区銀座六丁目４番
１３外２

30,600,000東京都港区北青山三丁目３３
番２３

27,300,000東京都千代田区丸の内三丁目
２番外４

26,000,000東京都千代田区大手町一丁目
５番３９外５

価格上位

価格地点（地番）

2,100北海道歌志内市字本町１０２
７番３７１

2,230北海道空知郡上砂川町字上砂
川町４８番６２

2,300北海道雨竜郡幌加内町字幌加
内４６２５番３

2,650北海道樺戸郡浦臼町字浦臼内
１７２番４６４

2,800北海道夕張市清水沢３丁目２
番５

価格下位
変動率地点（地番）

31.4北海道千歳市末広２丁目１２２
番２外内１

29.9北海道千歳市北栄２丁目１３４
５番２７２

29.6北海道千歳市東雲町１丁目６番
４３

29.3長野県北安曇郡白馬村大字北城
字新田３０２０番８３７外４

28.1岐阜県高山市上三之町５１番５

上昇率上位
【商業地】

変動率地点（地番）

▲6.3北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市
街地２条通２丁目２番５外１

▲5.8宮城県気仙沼市本吉町津谷松岡
１８番２

▲5.6

北海道天塩郡幌延町２条南１丁
目２番１外

３北海道紋別郡雄武町字雄武７３
１番
宮城県大崎市鳴子温泉字赤湯１
６番２

下落率上位

【工業地】
価格地点（地番）

845,000東京都大田区東海二丁目７番
１１

675,000東京都港区港南五丁目４番４２

649,000東京都江東区東雲二丁目９番
４２３

611,000東京都大田区平和島三丁目１
３番３４

550,000東京都江東区新砂一丁目６３
１番１６外５

価格上位
価格地点（地番）

2,200北海道根室市北浜町１丁目５
番１外内１

2,300青森県三戸郡南部町大字法師
岡字仁右エ門山３番１２２

2,400青森県上北郡東北町字柳沢５
９番１４９外３

2,650北海道岩見沢市東町１９１番
４外４

3,000熊本県球磨郡多良木町大字多
良木字松尾８７７２番４６５

価格下位
変動率地点（地番）

29.7熊本県菊池郡大津町大字室字狐
平１５７６番１１

29.3熊本県菊池市旭志川辺字四東沖
１１２６番７２

26.8東京都大田区京浜島二丁目７番
２７３

26.3熊本県合志市幾久富字山下１６
００番３４

24.2佐賀県三養基郡基山町大字小倉
字野入１７番２外５

上昇率上位
【工業地】

変動率地点（地番）

▲5.4石川県輪島市山岸町ろ３８番外１

▲3.6石川県七尾市佐味町ハ１５番１２

▲3.5福島県会津若松市神指町大字南
四合字幕内西３２１番５３

▲3.3島根県益田市高津７丁目イ１１
２８番１３３４

▲2.9香川県小豆郡小豆島町苗羽字中
筋甲２２６６番２５

下落率上位

※同じ変動率で順位が異なるのは、小数点第２位以下の四捨五入によるもの（次ページ以降も同じ）
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２ 令和７年都道府県地価調査の結果について
（２）静岡県内の地価の動向について

・住宅地及び商業地
→17年連続で下落、下落幅は縮小

・商業地
→２年連続で上昇、上昇幅は拡大

・工業地
→４年連続で上昇、上昇幅は拡大

・全用途平均
→ 17年ぶりの上昇

【静岡県による分析】
住宅地は、過疎化の進行する地域等で下落が続く一方、住環境や利便性の良い地域等では上昇している。商業地は、観光客でにぎわ

う地域や顧客の回遊性の高い地域、工業地は、交通利便性の良い物流施設需要が見込まれる地域を中心に需要が堅調で、上昇傾向と
なっている。

・平均変動率上位
首都圏に近く新幹線駅のある熱海市及び三島市、
生活利便性の良い住宅地や繁華性、ブランド力の
高い商業地の上昇が続く静岡市、JR 三島駅に近い
長泉町、駅周辺での土地需要が旺盛な藤枝市と
なっている。

・平均変動率下位
過疎地域や沿岸部地域を含む市町が占めている。

変動率（％）価格（円）地点（地番）

3.5328,000葵区西草深町19番7１

4.1179,000三島市大宮町2丁目3547番2２

0.0166,000浜松市中央区山手町4899番6外３

0.7153,000沼津市米山町507番11４

1.4143,000駿東郡長泉町竹原字堂免318番33５

〈
住
宅
地
〉

← 37年連続
価格県内１位

変動率（％）価格（円）地点（地番）

2.11,480,000葵区呉服町2丁目6番8１

4.5651,000浜松市中央区鍛冶町320番18外２

3.0346,000三島市一番町2700番6外３

17.1294,000熱海市田原本町184番5４

0.0276,000沼津市大手町5丁目57番2外５

〈
商
業
地
〉

← 27年連続
価格県内１位
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イ 価格・変動率の上位及び下位の地点＜静岡県内＞ ※赤字は静岡市内の地点
＜価格（円／㎡）＞ ＜変動率（％）＞

【住宅地】

価格地点（地番）

328,000葵区西草深町１９番７１

288,000葵区東草深町１２番２２

230,000葵区城東町２３番８３

215,000駿河区中田２丁目２０４番３４

214,000葵区安東３丁目１４２番４５

価格上位

価格地点（地番）

1,180浜松市天竜区龍山町下平山字
馬場２４７番９１

2,960浜松市天竜区龍山町戸倉字ク
モリ５６２番１５２

3,400榛原郡川根本町奥泉字前開土
３１８番２３

4,690浜松市天竜区春野町石打松下
字堀田１５８番１１外４

6,300裾野市須山字藤原２２５５番
１６２８５

価格下位
変動率地点（地番）

4.5葵区城東町２３番８１

4.4葵区安東３丁目１４２番４２

4.3葵区東草深町１２番２３

4.1
葵区北安東４丁目１０６４番２

４三島市大宮町２丁目３５４７番
２

上昇率上位
【住宅地】

変動率地点（地番）

▲4.2沼津市西浦久連字西町６１５番
１２１

▲3.6伊豆市土肥字下砂田２６６６番
１４２

▲3.6沼津市志下字南通４２４番１外３

▲3.6沼津市戸田字宮脇１５７４番１
０外４

▲3.4沼津市多比字着川６８４番１１
外５

下落率上位

【商業地】
価格地点（地番）

1,480,000葵区呉服町２丁目６番８１

1,460,000葵区御幸町６番１１２

744,000葵区昭和町４番３３

651,000浜松市中央区鍛冶町３２０番
１８外４

638,000葵区栄町２番５５

価格上位

価格地点（地番）

9,610浜松市天竜区佐久間町浦川２
８４６番３２外１

10,200浜松市天竜区水窪町奥領家２
５８１番外２

15,500掛川市横須賀字新屋町８６番３

22,100掛川市大坂字與惣４５５番１４

23,100榛原郡吉田町住吉字松原２２
３２番１１５

価格下位
変動率地点（地番）

17.1熱海市田原本町１８４番５１

16.8熱海市銀座町３５７番５２

8.9葵区鷹匠１丁目４番４３

4.7葵区鷹匠３丁目８番９外４

4.5浜松市中央区鍛冶町３２０番１
８外５

上昇率上位
【商業地】

変動率地点（地番）

▲4.1沼津市戸田字入浜４１０番１３１

▲3.3伊豆市土肥字高根４５６番８２

▲3.1伊豆市青羽根字海戸３５５番２
外３

▲3.0島田市川根町家山字市場６５０
番９４

▲2.9浜松市天竜区佐久間町浦川２８
４６番３２外５

下落率上位

【工業地】

価格地点（地番）

111,000駿河区南安倍３丁目４２１番
１１

92,800葵区桜町１丁目９３１番１１２

91,500駿河区国吉田１丁目４８０番
１１３

67,200清水区袖師町字中河原５８４
番１外４

65,800清水区吉川字広田８００番１５

価格上位
価格地点（地番）

17,500牧之原市細江字白羽６１６５
番１１

22,800磐田市合代島字源内１２０５
番２

24,500駿東郡小山町湯船字下原９５
９番１４３

24,600湖西市吉美字笠子３４２５番４

25,600掛川市下垂木字道下２４３５
番外５

価格下位
変動率地点（地番）

2.9藤枝市八幡字宗高５２１番９１

2.2駿河区国吉田１丁目４８０番１
１２

2.1湖西市吉美字笠子３４２５番３

2.0御殿場市駒門１丁目９４番１外４

1.8駿河区南安倍３丁目４２１番１５

上昇率上位
【工業地】

変動率地点（地番）

0.0

清水区宮加三字道添２３３番
牧之原市細江字白羽６１６５番
１
駿東郡小山町湯船字下原９５９
番１４
富士宮市山宮字下蒲澤２２８８
番３外
富士宮市小泉字前田８４３番１

ほか３地点

１

下落率上位
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２ 令和７年都道府県地価調査の結果について
（３）静岡市内の地価の動向について

①市全体の地価動向
令和６年
平均変動率

令和７年区分
平均変動率（％）調査地点数（継続）平均価格（円／㎡）

0.60.861（61）117,500住 宅 地
1.01.731（31）313,000商 業 地
0.81.08（8）75,100工 業 地
0.71.1100（100）174,700全用途平均

▲1.00.01（1）10林 地

・住宅地、工業地及び全用途平均は３年連続で上昇し、上昇幅が拡大
・商業地は４年連続で上昇し、上昇幅が拡大
・唯一の林地（葵区桂山字長ハカ812番）は横ばい
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②用途別の地価動向
ア 住宅地

令和６年
平均変動率

令和７年
区分

平均変動率（％）調査地点数（継続）平均価格（円／㎡）

1.31.823（23）155,500葵 区

1.01.216（16）118,600駿 河 区

▲0.6▲0.622（22）76,900清 水 区

0.60.861（61）117,500市 全 体

価格地点（地番）

328,000葵区西草深町１９番７１

288,000葵区東草深町１２番２２

230,000葵区城東町２３番８３

215,000駿河区中田２丁目２０４番
３４

214,000葵区安東３丁目１４２番４５

価格地点（地番）

20,700駿河区安居字汐入畑３２７
番３外１

31,200清水区蒲原神沢字本村１３
０番１外２

33,500清水区三保字羽衣脇４１３
９番２３

33,500清水区折戸４丁目５９８番
１３

34,100清水区蒲原中字浜道外１４
５番２５

価格下位
変動率地点（地番）

4.5葵区城東町２３番８１

4.4葵区安東３丁目１４２番４２

4.3葵区東草深町１２番２３

4.1葵区北安東４丁目１０６４
番２４

3.9駿河区中田２丁目２０４番
３５

上昇率上位
変動率地点（地番）

▲2.8駿河区安居字汐入畑３２７
番３外１

▲2.3清水区由比字東町１９３番
５４外２

▲2.2清水区興津井上町字鼻ヶ崎
３７４番２１３

▲2.0清水区蒲原中字浜道外１４
５番２４

▲1.9清水区由比町屋原字神カ道
３０４番２７５

下落率上位価格上位 ＜価格（円／㎡）＞ ＜変動率（％）＞

・葵区及び駿河区は上昇幅が拡大、清水区は下落幅に変化なし
・中心市街地に近い葵区城東町・東草深町、居住環境が良好で人気の高い葵区安東地区の上昇率が高い。
・沿岸部や郊外の住宅地は地域的な衰退や、津波リスクの懸念等により需要が低く、下落率が高い。
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②用途別の地価動向
イ 商業地

令和５年
平均変動率

令和６年
区分

平均変動率（％）調査地点数（継続）平均価格（円／㎡）

1.52.615（15）472,500葵 区

0.71.38（8）199,900駿 河 区

0.20.58（8）127,000清 水 区

1.01.731（31）313,000市 全 体

価格地点（地番）

1,480,000葵区呉服町２丁目６番８１

1,460,000葵区御幸町６番１１２

744,000葵区昭和町４番３３

638,000葵区栄町２番５４

550,000葵区鷹匠１丁目４番４５

価格地点（地番）

54,300清水区由比今宿字南側６６
番外１

75,800駿河区下川原６丁目２６番
３２

90,000清水区銀座２８９番３

94,500清水区入江２丁目179番１４

108,000清水区港町１丁目３２９番５

価格下位
変動率地点（地番）

8.9葵区鷹匠１丁目４番４１

4.7葵区鷹匠３丁目８番９外２

4.0清水区草薙１丁目１０８番３

3.9葵区両替町１丁目６番６４

3.9葵区栄町２番５５

上昇率上位
変動率地点（地番）

▲ 2.4清水区銀座２８９番１

▲ 1.3清水区由比今宿字南側６６
番外２

0.0
駿河区下川原６丁目２６番
３３
清水区港町１丁目３２９番

0.5清水区入江２丁目179番１５

下落率上位価格上位 ＜価格（円／㎡）＞ ＜変動率（％）＞

・３区とも上昇幅が拡大。
・新静岡セノバ周辺の葵区鷹匠エリアは、専門店などが集積して商業地としてのブランド化が進展していること、生

活利便性からマンション需要も旺盛であることなどから、発展期待性が高く、上昇率が高い。
・清水区のＪＲ草薙駅周辺は銀行本店、２つの大学、タワーマンション等が立地し、人通りが多く繁華性が高いため、

上昇率が高い。
・ＪＲ清水駅周辺の商店街は、大規模小売店舗やネット通販等との競合、津波浸水想定区域に位置する地理的条件も

相まってシャッターが閉まった店舗が多く、下落率が高い。
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②用途別の地価動向
ウ 工業地

令和５年
平均変動率

令和６年
区分

平均変動率（％）調査地点数（継続）平均価格（円／㎡）

1.61.81（1）92.800葵 区

1.01.53（3）86,300駿 河 区

0.40.44（4）62,300清 水 区

0.81.08（8）75,100市 全 体

価格地点（地番）

111,000駿河区南安倍３丁目４２１番１１

92,800葵区桜町１丁目９３１番１１２

91,500駿河区国吉田１丁目４８０番１１３

67,200清水区袖師町字中河原５８４番１
外４

65,800清水区吉川字広田８００番１５

61,800清水区長崎字大返シ６１９番１外６

56,500駿河区中島字郷蔵７５３番３７

54,500清水区宮加三字道添２３３番８

変動率地点（地番）

2.2駿河区国吉田１丁目４８０番１１１

1.8駿河区南安倍３丁目４２１番１２

1.8葵区桜町１丁目９３１番１１３

0.7清水区長崎字大返シ６１９番１外４

0.6清水区吉川字広田８００番１５

0.5駿河区中島字郷蔵７５３番３６

0.4清水区袖師町字中河原５８４番１外７

0.0清水区宮加三字道添２３３番８

変動率順位 （％）価格順位 （円／㎡）

・葵区及び駿河区は上昇幅拡大、清水区は上昇率に変化なし
・東名高速やバイパスのＩＣに近い駿河区国吉田、駿河区南安部及び葵区桜町の地点では上昇率が高い。
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３ 土地取引規制の区域指定について
【区域指定要件】

規制区域監視区域注視区域
・投機的取引の相当範囲にわ

たる集中又そのおそれ
・地価の急激な上昇又はその

おそれ

・地価の急激な上昇又はその
おそれ（基準：年間の地価
上昇率10％程度）

・適正かつ合理的な土地利用
の確保が困難となるおそれ

・地価の社会的経済的に相当
な程度を超えた上昇又はそ
のおそれ（基準：年間の地
価上昇率が５％超）

・適正かつ合理的な土地利用
の確保に支障を生ずるおそ
れ

・本市の地価調査基準地において、注視区域設定の基準となる地価上昇率５％を超える地点は葵区鷹匠地区の
１地点のみ。

・商業地：葵区鷹匠付近の地価上昇は、発展期待性や付近のマンション需要を背景とした実需によるところが
大きく、投機的取引が集中している傾向も見られないため、区域指定の必要は無いと判断している。
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１ 遊休土地制度とは
国土法に基づき、土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要がある場合に、遊休土地である旨を通知して、利用促進を図る制度。

【遊休土地の要件】

市
町
村
長

知
事
（
政
令
市
の
長
）

遊
休
土
地
の
所
有
者

遊休土地の
申出

①遊休土地である旨の通知

②土地の利用又は処分に関
する計画を提出

④計画に関する助言・勧告

⑤買取協議を行う旨の通知

土地利用審査会

③計画に対し勧告する
場合の意見聴取

地方公共団体等

⑥買取協議

【遊休土地制度のしくみ】
＜国土法 事後届出制の面積要件と同じ＞
・市街化区域 2,000㎡以上
・その他の都市計画区域 5,000㎡以上

（静岡市では市街化調整区域のみ）
・都市計画区域外 10,000㎡以上

１号要件
（面積要件）

土地取得後２年を経過している。２号要件
（期間要件）

全く利用されていない又は利用の程度が著しく劣っている。３号要件
（未利用地要件）

土地利用に関する計画に照らし、その土地を含む周辺の地
域における計画的な土地利用の推進を図るため、有効かつ
適切な利用を特に促進する必要がある土地である。

４号要件

２ 令和７年度遊休土地調査について

【調査対象】（１）令和４年１月１日から令和４年12月31日までに国土法事後届出制度に基づく届出がされた土地（27か所）
（２）昨年度からの調査継続土地（４か所）

計区域外市街化調整区域市街化区域
10（２）５２（２）3葵区
14（１）0１13（１）駿河区
７（１）０１６（１）清水区
31（４）５４（２）22（２）市内合計

※（ ）内は昨年度からの調査継続土地の件数
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３ 調査結果について
（１）利用状況の調査（３号要件の確認）

判断基準利用状況区分
・当該敷地に建物等が存在し利用されているもの
・当該敷地に恒久的な利用と考えられる簡易な建築物等が存在し利用されているもの十分な利用
・建築物等は存在するが、当該土地に占める割合が著しく狭小であるもの
・建築物等は存在するが、その建築物等が簡易なものであったり、一時的なものであって恒久的な利用と考えがたいもの
・建築物等は存在しないが、何らかの利用がなされているもの

低利用

・全く未利用のもの
・建築物等は存在するが、老朽化した建築物であり、明らかに当該建築物を利用する意図のないもの未利用

未利用低利用十分な利用
００３市街化区域

葵区 ２００市街化調整区域
０４１都市計画区域外
００13市街化区域

駿河区 １0０市街化調整区域
０００都市計画区域外
０１５市街化区域

清水区 ００１市街化調整区域
０００都市計画区域外
３５23合 計

備考区域国土法届出時の
利用目的所在地

継続調査土地市街化調整区域工場葵区

継続調査土地市街化調整区域太陽光発電葵区

市街化調整区域霊園駿河区

【未利用地の内訳】

（２）４号要件の確認
未利用である３か所はいずれも市街化調整区域であり、土地が未利用である状況が特段の問題を及ぼす恐れは認められない。
そのため、４号要件「土地利用に関する計画に照らし、その土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用の推進を図るため、有効

かつ適切な利用を特に促進する必要がある土地」には該当しないと判断した。


